
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～フロントランナーを目指して～ 
 

鳥取県農業経営・就農支援センター 

令和５年１月 
 



 



ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮ  

 
 

 少 子 ･高 齢 化 が 進 み 、生 産 年 齢 人 口 の 減 少 等 を 背 景 に し た 人 材 確 保 の 問 題 は 、我

が 国 全 て の 産 業 に お い て 顕 在 化 し 、今 後 更 に 深 刻 化 す る こ と が 懸 念 さ れ て い ま す。 

農 業 分 野 に お い て も 、 農 業 経 営 者 の 高 齢 化 、 後 継 者 の 不 足 、 遊 休 農 地 の 増 加な

ど 、 先 行 き が 不 透 明 な こ と は 確 実 で す 。 さ ら に 、 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス の 感 染 拡 大

に よ る 消 費 行 動 の 減 退 や 農 産 物 流 通 の 減 少 、 ロ シ ア の ウ ク ラ イ ナ 軍 事 侵 攻 に よ る

エ ネ ル ギ ー 価 格 の 高 騰 、 食 糧 流 通 の 滞 留 、 肥 料 等 原 料 価 格 の 高 騰 な ど 、 一 層 厳 し

情 勢 に な っ て い ま す 。  

し か し な が ら 、 こ の よ う な 時 代 だ か ら こ そ ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス と 捉 え 、 し っ かり

と し た 経 営 理 念 を ベ ー ス に 足 腰 の 強 い 農 業 経 営 を 築 き 上 げ る こ と で 、 こ の 逆 境 の

時 代 を 乗 り 越 え よ う と 生 業 か ら ビ ジ ネ ス へ ス テ ッ プ ア ッ プ し た た く ま し い 農 業 法

人 達 が い ま す 。  

 本 誌 で は 、 令 和 ２ 年 度 及 び ３ 年 度 に 鳥 取 県 内 で 農 業 に 夢 と 希 望 を 抱 き 、 ト ッ プ

ラ ン ナ ー を 目 指 し て 農 業 法 人 を 立 ち 上 げ た ２ ０ 法 人 の う ち １ ０ 法 人 に ス ポ ッ ト を

当 て 、 そ の 経 営 理 念 、 目 指 す 農 業 経 営 な ど を 掲 載 し 紹 介 し て い ま す 。 経 営 者 の 考

え 方 や 行 動 が 、 法 人 経 営 を 目 指 し て い る 農 業 者 の 方 の 参 考 に な れ ば 幸 い で す 。  
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農事組合法人 東ライスセンター 
T E L：0858-84-2341 

F A X：0858-84-2341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農事組合法人 東ライスセンターは、地域

農業の活性化と荒廃農地の解消のため、地域

のミニライスセンター組織を改編し、令和 2

年8月に法人化されました。 

前身の才代東ライスセンターは、地域農業

の活性化を目指して昭和 40 年代にミニライ

スセンターとして設立され、乾燥調製作業を

長年請け負ってきました。平成20年コンバイ

ンを組織で購入してから、刈取作業の受託が

徐々に増加していきました。 

地域の担い手の減少と農業後継者不足に

より、作業依頼を受けるエリアが拡大し、組

織に対する期待は大きくなっていきました。 

耕作放棄地や休耕地が目立って荒らされ

るような状況下で、これ以上農地を荒らさな

いようにしたい、地域で農地を守る体制づく

りをしていこうという思いから、代表の川村

氏と５名の役員が中心となり、法人化設立を

進められました。 

川村氏は兼業農家でしたが、退職後本格的

に農業に従事。強いリーダーシップと経営管

理能力で各集落をまとめ、法人体制の構築に

尽力されました。 

令和４年の法人経営は、水稲作付面積10ha、

の他、作業受託の稲刈10ha、ライスセンター

運営による乾燥調製28ha、田植・耕うん・代

かき作業 30ha と法人設立 2 年目で計画より

大幅に増え、経営エリアは７集落に及びます。 

新たに借り受ける農地の中には、水路の不

良箇所や畦畔の崩れ等で水管理しづらい圃

場があり、多面的機能支払交付金他各種交付

金を活用して、法人主体で改修等を施してい

るほか、４年度からは農地耕作条件整備事業

により、廃園化したりんご園の復田化にも取

り組まれています。 

経営受託している圃場は、長年管理が不徹

底で雑草が多い圃場が多く、大変苦労されて

います。幸いなことに草刈や畔草刈りも集落

内外問わず住民が協力的で助かっています。 

 適期刈取と乾燥受託の増大に対応するた

め、令和３年から取組み始めた飼料米(ＳＧ

Ｓ米）の面積拡大を検討されています。 

米価変動や肥料高騰等農業情勢は厳しい

ものがありますが、地元農家のきめ細かい要

望に対応できるライスセンター運営の充実

も図りたいと考えておられます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（執筆：八頭農業改良普及所） 
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データ 

・設 立  令和2 年8 月 

・所 在 地  八頭郡八頭町東 

・主な作目  水稲、飼料米 

・代表者名  川村 忠幸 

・役員  ５名（構成員27 名） 

・資 本 金  900 万 
 

《農地中間管理事業の活用状況】 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R3 
田 57,095 

畑 ― 

R4 
田 40,203 

畑 ― 

計 97,298 

 

 

《代表者のひとこと》 

   

【代表：川村忠幸】 

農業を取り巻く厳しい環境を乗り

越え、変革と地域の協力のもと、次な

る世代に農業の考え方、実践方法を

伝授していきたいです。 

《農業委員会からのコメント》 

 

設立以来、地元の方の声に応えな

がら荒廃農地の解消のため、農地集

積を進められてきました。近年では

事業を活用し、耕作条件の改善にも

積極的に取り組まれています。 

今後も地域農業のモデルとして、

持続性のある経営体に発展すること

を期待し、農業委員会として農地の

利用集積等の支援を行います。 



合同会社 GRAY SCALE 
ＴＥＬ：非公開 

ＦＡＸ：非公開 
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合同会社ＧＲＡＹ ＳＣＡＬＥは、令和３年２月

に設立され、米、麦、胡麻などを有機的に栽

培し、これらを加工した製品の販売を手がけ、

自社製品を使用したカフェを営業し、地域の

自然環境と農業体験を通じた保育事業の開業

を目指している。 

代表の丸瀬さんは、モノ作りが好きで皮で

カバンを作ることを生業にしようと、大学卒

業後単身でイタリアのフィレンツェに渡りカ

バン作りの修行を始めた。その頃、ギリシア

での経済不安と暴動がイタリアへ波及し、同

世代のイタリア人が職を失う現状を見て、改

めて本当にやりたいことは何か、日本で経済

不安が起こったときに好きなモノ作りを他の

形で生かすことができることはないかと考え

た結果、農業というモノ作りをやりたいと思

い、帰国。故郷の米子市に帰ってきたとき、

そこが自分の原風景だと自覚し、社会的にや

りがいのあることで、人の命に直接関われる

モノ作りの生業として農業を選んだ。 

新規就農するため、県外で有機農業を研修

し、帰郷後有機農業での就農が希望だったが、

県内では不可能だったので、白ネギ栽培で研

修し就農した。一方では、米などの有機的栽

培をすすめ、その成果（生産・販売）が次第

に伸びたことから、就農３年目に就農計画を

有機栽培での計画に変更し、自分の思いに沿

った経営ができるようになった。栽培品目も

白ネギから水稲、麦、大豆、ゴマなどに変更

した。 

周辺の方から農地

はすぐに集まるよと

言われたが、規模が

必要な水田がなかな

か集まらなかったの

で、米や麦の加工品開発を試行錯誤し 2019

年に、加工品販売への経営計画へ再度変更し

た。同年には、自家栽培の有機農産物とその

加工品を提供するカフェも建築したが、新型

コロナウィルスの感染拡大のため、今日まで

満足に開店できていないのが現状とのこと。

また、地区の自然環境を活用し、地域福祉を

意識した小さな保育園の開園を計画している。 

有機的農業、農産物加工、飲食業、保育事

業を子育て中の夫婦二人ではまかなうことが

できないので、各部門のスタッフ確保が急務

の課題である。 

丸瀬さんはこれまでの経験から、「この地区

では農地を確保することが難しいと確信した。

王道の経営ではなくニッチのニーズを捉えた

経営への転換を進め、４部門の相互関係、相

乗効果による体験と伝承を経営の柱とした

い。」と語る。 

（執筆：農業経営・就農支援センター） 

 

              

《農地中間管理事業の活用状況》 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R3 
田 17,002 

畑  2,801 

R4 
田  8,597 

畑  3,453 

計 31,853 

 

 

《代表者のひとこと》 

  

【丸瀬和憲 代表執行社員】 

美味しく楽しいものづくりをしてい

きたい。 

《農業委員会からのコメント》 

 

有機無農薬栽培に取り組まれ、これ

らを加工した製品の販売及び自社製品

を使用したカフェを営業するなど６次

化に取り組まれています。 

ますますのご発展とご活躍を期待し

ています。 
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データ 

・設 立  令和３年１２月 

・所 在 地  米子市日下689-1 

・主な作目  米、麦、大豆 

・代表者名  丸 瀬 和 憲 

・従業員数  ４ 名 

・資 本 金  １００万円 
 

シュトレン(菓子パン) 



天宮ファーム 株式会社 
T E L：090-7543-4252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天宮ファーム(株)は、主として日本酒の原

料である酒米を生産する会社として、令和３

年１月に設立された。 

 同社代表の成瀬以久さんは、米子市の酒造

メーカー(株)稲田本店の代表取締役も務め

ておられ、天宮ファーム設立には、日本酒の

原料（酒米）作りから醸造まで自分で手がけ

たいとの思いから始まっている。 

法人化のきっかけは、生家のある南部町で

平成２９年から酒米栽培の年数を重ねるう

ちに、つながりがほとんどなくなっていた地

元の方たちから、地域の水田を借りてほしい

という要望が出てきたこと。成瀬さん自身も

栽培面積を増やしていきたい、地域の農地維

持の受け皿（担い手）となること、地元の作

物栽培のノウハウの継承を引き受け、集落を

守っていけたらという思いから法人を設立

された。 

会社設立時、自前の農業用機械は全くなく、

地元の農家の方の農業機械を借りたり、地域

の担い手に作業委託（主に収穫調整作業）し

て各種作業を行っているのが現状でした。現

在は中古のトラクター１台と町の補助金を

活用して管理機を１台取得されている。 

今後もすべての農作業を会社が自前です

るのではなく、地元の方と役割分担して相互

に作業受委託していく体制で運営していく

方針である。この会社には、まだ正規従業員

がいないので、栽培作業は(株)稲田本店へ外

部委託する形態で作業を進めることとして

いる。 

成瀬代表は平成２９年から３０アールの

水田で、個人的に酒米を栽培し、その米を使

って(株)稲田本店のファンの方たちと、自分

たちの子どもが二十歳になった時に、はじめて飲

む酒を自分たちで作ろうという目的で、「二十歳

（はたち）の酒」と銘打った田植えから日本

酒醸造までのイベントを行ってきている。毎

年２０名程度の参加者があり、今後も続けて

いきたいイベントであるとのこと。 

 農地の借入面積は年々増え、令和４年は借

入農地を含めた面積は１.５ヘクタール、酒

米栽培面積は１ヘクタールとなり、栽培品種

も「強力」に挑戦したが、長雨と台風で倒伏

してしまったので、栽培技術の向上が課題と

のことです。来期は「山田錦」を栽培し、そ

の米で日本酒を醸造したいとのことです。 

目標達成を願っています。 

（執筆：農業経営・就農支援センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年に栽培した「強力」 

《農地中間管理事業の活用状況》 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R3 
田 12,392 

畑 － 

R4 
田 － 

畑 － 

計 12,392   

 

 

《代表者のひとこと》 

 

【成瀬以久 代表取締役】 

周りの方々の力をお借りして、何と

かやっております。やりたい事はたく

さん。 

農業を通して人が集まる楽しい地域

にしたいと思っています。 

《農業委員会からのコメント》 
 
里山「南部町」への郷土愛に根ざした

視点で意欲的に酒米栽培や企画に取り

組み、地域の活性化を実現されていま

す。 

今後も地域農業の中心的な役割を担

う農業法人として更なる発展とご活躍

を期待しています。 
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データ 

・設 立  令和3 年１月 

・所 在 地  南部町御内谷 

932-4 

・主 な 作 目  酒米、そば 

・代表者名  成 瀬 以 久 

・従業員数  ０名 

・資 本 金  ９００万円 
 



株式会社 德原ファーム 
T E L：0859-27-1508 

F A X：0859-27-1508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社德原ファームは、前代表者とその

息子（現代表者）が構成員となり、令和３年

１月に設立されました。元々は家族経営でし

たが、前代表者が雇用の安定化や日吉津村の

農地の受け皿になることを目的に、法人化し

ました。従業員１名を常時雇用している他、

忙しい時期には臨時雇用もしています。 

営農作物は水稲、大豆及び白ねぎです。ま

た、田植え、水稲収穫や籾乾燥調製といった

作業受託も行っています。営農地は日吉津村

を中心とする他、一部は米子市にもあります。 

農地集積による規模拡大等を図るため、県

の補助事業等を活用し、住宅地にあった作業

場を令和３年８月に新たな場所に事務所を兼

ね備えて新設し、併せて乾燥機の増設やフレ

コン設備の導入等も行いました。新作業場は、

会社の生産基盤となっただけではなく、地域

農業を支える担い手の象徴にもなっています。 

９月初めに開催された作業場のお披露目会で

は、村内で営農する土地利用型の担い手であ

る（農）ひえづ、（株）山陰農業研究所の代表

者も出席し、お互いの連携を確認しました。 

 

 

 

 

  

 

【写真 作業場お披露目会】 

現代表者は、前代表者の後継者として平成

２９年から農業に携わってきましたが、前代

表者の体調不良により、急遽令和３年７月に

代表者に就任しました。ほ場の場所や水系な

ども十分わからない中で田植えが始まり、円

滑な経営継承が難しい状況でしたが、現代表

の誠実な人柄とひた向きな努力、地域の支え

により、会社の理念を引き継ぎ地域農業の担

い手として歩み始めています。   

法人化に伴い社会保険制度に加入したり、

「張込・排出」の文字を書いた指示票を機械

に取り付けて操作方法を見える化するなど、

働きやすい環境や安全に配慮した環境を整備

しています。今後は、就業規則の整備等を考

えています。 

 

 

 

 

 

 

 【写真 レバーに張込・排出明記】 

「これから３０年にわたって地域の農業を支

えていく」（県補助事業のプラン名）。法人化

により、株式会社德原ファームが地域農業の

担い手として、更に活躍していくことを期待

しています。 

（執筆：西部農業改良普及所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ 

・設 立  令和３年１月 

・所 在 地  日吉津村冨吉 

・主な作目  水稲、大豆、白ねぎ 

・代表者名  德 原 隆 博 

・従業員数  １名 

・資 本 金  １００万円 
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《農地中間管理事業の活用状況》 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R3 
田 201,720 

畑 － 

R4 
田  21,233 

畑   2,030 

計 224,983 

 

《代表者のひとこと》 

 

【德原代表取締役】 

農業が衰退産業なのか成長産業な

のか考えてみると、私は後者だと思い

ます。しかし、そのためには収益と人

材の確保が大切だと考えていますが、

我々はまだ道半ばです。今回の法人化

でさらに頑張っていきたいです。 

《農業委員会からのコメント》 

 

大山を仰ぐ日吉津村に広がる農地

を主として、実直かつ精力的に営農活

動を展開しておられます。 

さらなる規模拡大を期待するとと

もに、日吉津村の農地を守る担い手の

一番星として支援してまいります。 

張込

排出 



Camel プランテージ 合同会社 
T E L：0857-35-0842 

F A X：0857-35-0842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 法人設立までの経緯 】 

平成24年、夫の川原篤史氏が認定新規就農

者となり、賀露地区で白ネギ栽培をスタート。

篤史氏は以前は県外で会社員をしていたが、

営業で米子の白ネギ農家に会い、白ネギは一

年中作ることができて儲かると聞いたのが

就農のきっかけだった。仕事を辞めて鳥取に

Ｕターン、当初は簡単に農地が見つかってす

ぐ農業できるものと考えていたが、良い農地

が見つからず困っていた。就農支援策を調べ

るうち、とっとりふるさと就農舎（以下、就

農舎）のことを知り、２年間の研修を受ける

ことにした。 

研修終了後、就農舎のあっせんで賀露の農

地を借りることができ、白ネギ栽培を始めた。

当初は一人で農業しており、また、賀露地区

に縁故がないため地域の農家の方とは少し

疎遠だった。就農３年目の平成26年から妻の

ルミ氏も一緒に農業するようになり、ルミ氏

が賀露地区の女性会に入ったことから地元

の農家の方との交流が深まった。 

次第に後継者のいない農家から農地の管

理を頼まれるようになり徐々に規模拡大、夫

婦二人では管理できないためパートの雇用

を始めた。従業員の定着のためには福利厚生

の充実が必要だと考え法人化を決断、篤史氏、

ルミ氏ともに代表社員となり合同会社を令

和３年９月に設立した。 

 

 

【 法人設立後の経営方針 】 

品質の良いものを作ることが何より重要

と考えており、従業員が働きやすくやる気が

でる環境を整えることで、相乗的に良いもの

が作れると信じている。 

法人設立の少し前から常時雇用を始めた。

従業員に気持ちよく働いてもらうため、労働

環境を良くすることを第一に考え、１年以上

が経過した。 

今後も働き甲斐のある会社を目指し、人材

育成にも力を入れたい。それが会社の利益に

つながり、ひいては社会や地域住民などに貢

献していくという循環を大切にしたいとの

思いを語られた。 

（執筆：鳥取農業改良普及所） 

《農地中間管理事業の活用状況》 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R3 
田 － 

畑 － 

R4 
田 － 

畑 6,092 

計 6,092 

 

 

《代表者のひとこと》 

 

【川原ルミ・篤史代表社員】 

 

地域の人たちや従業員とその家族が

幸せになれる会社を目指しています。 

 

《農業委員会からのコメント》 

 

  営農が困難となってきている農地を

積極的に集約し大規模拡大を図り、従

業員も新たに雇用されるなど、地域の

発展に寄与されています。これからも、

規模拡大、人材育成を進められ、経営の

発展と地域のリーダーとしてますます

活躍されることを期待します。 
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データ 

・設 立  令和3 年9 月 

・所 在 地  鳥取市賀露町 

・主な作目  白ネギ、かんしょ 

・代 表 社 員  川原ルミ・篤史 

・従業員数  １名 

・資 本 金  150 万円 
 



 

株式会社 植原農園 
T E L：0858-35-2149 

F A X：  非公開     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社植原農園は湯梨浜町羽合地区の

特産品であるブドウ栽培を行っている。 

代表の証さんは、１３年前に農業大学校を

卒業し、祖父母の元で栽培技術や経営ノウハ

ウを学んだ。祖父が体調を崩し、引退した事

をきっかけに、自分の手で園を切り盛りして

いこうと決意し、植原家の３代目として園を

引きついだ。証さんが楽しそうに営農をして

いる姿に、兄弟・家族もブドウ経営に惹かれ、

証さんがブドウ経営を引き継いだ翌年に弟

の正さん、その翌年には妹のひかるさん、ま

たその翌年には妻の優美さんも参画し、家族

みんなで経営拡大を進めた。地域の廃園とな

る園を受け継いだり、後継者がいても即継承

できない園の中間的な維持管理を行うなど、

産地の維持発展につながる活動に積極的に

取り組んだ。「羽合ピ

オーネを守っていき

たい」「栽培技術を未

来につなげたい」など

自己の経営と産地の

将来像を考え、「福利

厚生を充実させ、雇用を安定させたい」と法

人化を検討するようになった。その中で、普

及所から経営相談所の話を聞き、経営相談所

の専門家（税理士、司法書士、社会保険労務

士）と相談を重ね、令和４年２月に法人化し

た。 

法人化し、一番変わったのは経営感覚。役

員報酬に見合った仕事をしようという気持

ちとともに、経営についてさらに真剣に考え

るようになった。 

現在、ブドウ５８ａ（ピオーネ５０ａ、シ

ャインマスカット８ａ）を栽培し、また委託

醸造ではあるが自社ピオーネを原材料とし

たワインを販売している。将来的にはブドウ

を２haくらいまで広げるとともに、他品目へ

の取組としてブロッコリー等を検討中であ

る。 

「わが子をはじめ地域の子供たちが農業を

引き継いでほしい。ブドウ経営の魅力を後世

に伝えたい」と代表の証さんは語っている。 

経営理念でもある“In the Shape of a 

Smile”（笑顔をかたちに）の名の通り、家族

と地域ととも

に笑顔と夢と

希望のあふれ

るブドウ経営

の展開が期待

される。 

(執筆：倉吉農業改良普及所) 

 

 

 

 

 

 

 

（執筆：倉吉農業改良普及所） 

《農地中間管理事業の活用状況》 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R3 
田 － 

畑 － 

R4 
田 － 

畑 － 

計 － 

 

 

《代表者のひとこと》 

 

【植原代表取締役】 

地域のブランドを大切に守りなが

ら、働く人、食べる人みんなが笑顔にな

れる会社にしていきたいと思います。 

《農業委員会からのコメント》 

 

若い活気あふれる会社ですから、は

わいブドウ生産部だけではなく、地域

の核へと成長して行かれることを期待

しています。 

 

経営理念等 

 

笑顔をかたちに 

In the Shape 

 of a Smile 

データ 

・設 立  令和４年２月１日 

・所 在 地  湯梨浜町はわい長瀬 

・主な作目  ブドウ  

・代表者名  植 原 証 

・従業員数  ６人 

・資 本 金  ５００万円 
 



合同会社 川上農園 
T E L：0859-28-8578 

F A X：0859-28-8578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表の友森一夫さんは米子市富益町を中

心に、祖父の代から引き継いだ白ねぎ栽培を

夫婦で約四半世紀続けてこられています。 

令和元年に孫が就農して後継者となった

のをきっかけに規模を拡大し、白ねぎ作りの

ノウハウの伝授とスムーズな経営の移譲を

見据え令和３年１２月に「合同会社川上農園」

を設立されました。 

「孫に私の白ねぎ作りのノウハウを伝授す

ることになるとは夢にも思いませんでした

が、あと数年をかけ栽培技術、技能を引き継

いでもらい、経営移譲をして立派な白ネギ農

家の担い手として育て上げていきたいと考

えています。」と目を細めておられます。 

【将来経営を担う 孫の３兄弟】 

 

孫の３兄弟も一夫さんから習いながら

着々と白ねぎ栽培の技術を積み上げておら

れます。一方、昨年から活動が始まった富益

地区の若手白ネギ生産者グループでの圃場

巡回を中心とした勉強会も兄弟そろって参

加し、横のつながりも広がりつつあり、積極

的に次回のテーマなど提案されるなど自主

的な技術向上にも取り組んでおられます。 

富益地区は弓浜半島のみならず全国的に

も問題となっている農家の高齢化・担い手不

足を主な原因とする耕作放棄地が広がって

おり、これを解消するため10ha規模の基盤整

備事業が進行中で地元地区協議会の世話役

として事業の推進に尽力されています。 

「我が家もこれらの農地の担い手として自

信を持って白ねぎ作りを行い、より『高みを

目指す農業』を実現させたい」と語られます。 

【定植前の最終耕耘作業】 

 

「これからは我々の時代のように働きっ放

しではなく、省力化作業機械を導入し、圃場

での作業時間の効率化を図り、『しっかり働

きしっかり休む農業経営』を目指して一丸と

なって頑張っていきたいと思います。」と経

営理念について熱く語っていただきました。  

 

（執筆：西部農業改良普及所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《農地中間管理事業の活用状況》 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R3 
田 － 

畑 － 

R4 
田 － 

畑 619   

計 619   

 

《代表者のひとこと》 

 

【友森代表社員】 

後継者とともに「高みを目指す農

業」を実現し、弓浜の白ねぎが全国的

なブランド産地として、ゆるがぬ地位

を保っていくことへ寄与したいと考え

ています。 

《農業委員会からのコメント》 

有機無農薬栽培に取り組まれ、これら

を加工した製品の販売及び自社製品を

使用したカフェを営業するなど６次化

に取り組まれています。 

ますますのご発展とご活躍を期待し

ています。 
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データ 

・設 立  令和3 年１２月 

・所 在 地  米子市富益町 

・主な作目  白ねぎ 

・代表者名  友 森 一 夫 

・従業員数  ３名 

・資 本 金  ５００万円 
 



株式会社 みのりのファーム 
T E L：0859-56-5966 

F A X：0859-56-5966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社みのりのファームは、県西部の米

子市淀江町に拠点を置き、水稲、豆類及び梨

を主要品目とする家族３人を構成員とした会

社です。 

代表取締役の野津好美さんは、平成１５年

に農業を営む両親のもとで就農されました。

ご結婚後は妻の舞さんも経営に加わり、現在

の構成員はご本人含め３人（母、妻）です。 

～生産の合理化・効率化を目指して～ 

【水稲】 

経営面積の増加に伴い、現在の田植え（移

植栽培）が困難になるとの想定から、作業分

散が可能な乾田直播栽培を試験的に行われて

います。収量、作業時間ともに良好な結果で、

手応えを感じておられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 写真１ 乾田直播栽培の播種作業 〕 

【梨】 

水稲等と梨の複合経営の場合、農繁期が重

複する場合があるため、効率的に栽培管理を

行うための検討が必要です。「ジョイント栽培」

はこれを実現する新しい樹の仕立て方であり、

梨園の一部でこの栽培を取り入れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 写真２ ジョイント栽培(植付1年目) 〕 

～地域への貢献～ 

自社の経営の傍ら、地元の小学生に農業に

触れる機会を提供し、地元への愛着心を持っ

てもらいたいとの想いから「梨の袋掛け体験」

に夫婦で取り組まれています。 

また、近年廃園が増加している稲吉梨団地

において、前述のとおりジョイント栽培を自

社経営に導入され、廃園再生、果樹振興に寄

与されています。 

最近は、より合理的、効率的な経営を確立

するため、水稲では自動操舵トラクター、梨

では自動草刈機を導入されました。機械でで

きることは機械に任せることで作業時間の短

縮に繋がり、これにより生じた時間で、例え

ば人の手でなければできない品質向上のため

の作業等に有効に時間を活用できるとのこと

です。 

令和５年には、初めて従業員を雇用（２名）

予定です。新たな戦力を加えて、益々の発展

を期待します。 

（執筆：西部農業改良普及所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《農地中間管理事業の活用状況》 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R3 
田 － 

畑 － 

R4 
田 274,915  

畑 3,238   

計 278,153   

 

 

《代表者のひとこと》 

 

 

【野津代表取締役】 

作業の効率化と収益の増加を念頭に

置いた経営をしていきたいです。 

 

《農業委員会からのコメント》 

 

稲、果樹、畑、多品種に渡る農業経

営に対し、いち早く新技術を導入され、

積極的に地域農業に貢献されていま

す。 

ますますのご発展とご活躍を期待し

ています。 
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データ 

・設 立  令和４年１月５日 

・所 在 地  米子市淀江町稲吉 

・主な作目  水稲、豆類、梨 

・代表者名  野 津 好 美 

・従業員数  ０名 

・資 本 金  ３００万円 
 



株式会社 Green Farm Village T E L：0858-58-2859 

F A X：0858-58-2859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八重集落の西に隣接する農地に（株）Green 

Farm Villageのハウス群がある。今から約20

年前に代表の両親が花壇苗栽培に取り組ん

だのが始まりである。そこに平成22年、大阪

からＵターンした代表の光里氏が加わった。

「もともと花には特に興味がなかった」と語

る代表は、両親が様々な作物に挑戦している

のを見て、人真似ではない「何か面白い、か

わいい植物はないか」と考えるようになった

という。それから数百品種の植物の生産にチ

ャレンジし、試行錯誤の中で多くの失敗と経

験を積み重ね現在に至る。 

この間、各市場の展示会や商談会に積極的

に参加し、全国の園芸店や生産者を視察して

交流の輪を広げ、業界の流れ、消費者や園芸

店の需要を把握するなど、生産技術以外の勉

強にも力を入れてきた。また、長年培ってき

た高い技術力と優れた販売戦略でプライベ

ートブランドを確立し、年々売り上げを伸ば

してきた。 

今まで以上に市場や園芸店からの需要に

応えられるよう令和 4 年 1 月に法人設立し、

同時に光里氏が代表取締役に就いた。法人化

後は、作業効率の向上や働きやすい環境の整

備に努めている。平成30年から正社員の雇用

を始め、現在は7名の正社員（うち役員3名）

と5名のパートと共に、しっかりと手をかけ

た高品質な花苗の生産に力を入れている。 

特筆すべきは女性目線での商品開発や生

産管理である。高品質なことはもちろん、花

色や草姿、商品ラベルなどにもこだわりを持 

 

っている。また、需要が伸びているカラーリ

ーフの生産や苗のアソート出荷、オリジナル

品種の開発も手がけ、脱コモディティー化を

図って高値販売を実現している。 

これまで築いた技術と経験、プライベート

ブランドを継承しつつ、新規品目の開発、販

売戦略構築にも余念がない。経営安定に向け、

SNS を活用した販売促進を行い、現在相対取

引が8割以上を占めている。 

社名の Green Farm には花だけでなく、ハ

ーブ類や他の多様な品目も手がけていきた

いという思いが、また、Village には集落と

しての「村」、そこから派生して「人が集える

場所」、「従業員の居場所」という思いが織り

込まれている。代表は、今後一層の規模拡大

と経営安定を図り、雇用の受け皿として地域

貢献に寄与したいと意気込みを見せている。 

（執筆：西部農業改良普及所大山普及支所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

データ 

・設 立  令和4 年1 月１４日 

・所 在 地  西伯郡大山町八重 

・主な作目  花壇苗 

・代表者名  奥 田 光 里 

・従業員数  7 名 パート５名 

・資 本 金  300 万円 

 

《農地中間管理事業の活用状況》 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R3 
田 － 

畑 － 

R4 
田 3,030 

畑 1,340 

計 4,370 

 

《代表者のひとこと》 

 

 

 

 

 

 

 

【代表取締役 奥田光里】 

スタッフと一緒に、かわいい植物を

楽しく生産できるように頑張りたい。 

いろいろな事にチャレンジできる会

社でありたいと考えています。 

《農業委員会からのコメント》 

  

高品質でオリジナリティーのある商

品を生産されており、また、従業員を

大切に職場環境の整備にも努められて

おられます。 

今後とも、地域農業のパイオニアと

して様々なことにチャレンジされるこ

とを期待しています。 
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農事組合法人 御机 
T E L：0859-75-3454 

F A X：0859-75-3551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御机地区は、大山南裾の中山間地域に位置

し、火山灰が堆積した肥沃な黒ぼく土の水田

が広がる風光明媚な集落である。 

しかし、水田区画は小さく、急傾斜で畦畔

法面も大きいことから、ほ場条件に恵まれて

いるとはいえず、個人経営による担い手も高

齢化が進み、水田農業の維持・発展に支障を

来す状況であった。 

そうした中、個人の担い手を中心とした協

同化により、営農の合理化を図ることを目的

として、任意組織である「御机生産組合」を

平成２０年に設立し、中山間地域等直接支払

交付金の対策と連動した農地集積等を進め

ながら、営農体制の維持や集落活性化のため

の協議を継続した。 

令和２年には集落営農の法人化を目指す

法人設立準備委員会が発足し、アンケートや

協議を重ね、集落内の意向を集約した結果、

令和３年４月に「農事組合法人御机」を設立

した。 

地域住民は、秀峰大山を背景に臨む農村と

しての景観を愛する気持ちが強く、営農の継

続に苦慮しながらも、農地を維持する意識が

高かったことから、集落一丸となった協力体

制が構築されている。 

御机地区では、とっとり共生の里事業によ

ってサントリーホールディングス（株）と協

定を締結し、笠良原の遊休農地再生を図って

きた。高冷地の環境を活かして、そばの栽培

に意欲的に取組んでおり、とっとり共生の里

事業の中で、加工やブランド化を進めたこと

から、御机産の「十割生そば」は、ふるさと

納税返礼品等で人気商品となっている。 

近年は、米価の下落によって厳しい経営が

続いているが、法人設立と合わせて産業用ド

ローンを導入し、スマート技術を活用した病

害虫防除作業の効率化を図っている他、米の

乾燥調製施設やコンバインの導入を計画し、

さらなる経営の効率化を目指している。 

今後、法人

独自で調製し

た御机産コシ

ヒカリのブラ

ンド化を図る

ことで、住民

が誇れる商品を作出し、「笑顔あふれる豊か

な農業」の実現に向けて経営を展開する。 

（執筆：日野農業改良普及所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《農地中間管理事業の活用状況》 

農地中間管理機構との契約面積 

年度 地目 面積(㎡) 

R2 
田 61,309 

畑 － 

R3 
田  7,932 

畑 23,334 

計 92,575 

 

《代表者のひとこと》 

 

【川上代表理事】 

大山の恵みである清流が育んだおい
しいコシヒカリをみなさんに届け、米
の消費拡大につなげたい。 
将来は、そばの調製・加工と販売・

消費が一体となった施設を導入し、景
観も活用した観光事業による地域活性
化を図るのが夢である。 

《農業委員会からのコメント》 

かつては、大根の生産が盛んであっ

た御机。ご覧の写真にありますとおり

大山の麓での田植え、稲刈りの光景が

絵となる地域です。 

四季を通じて大山の南壁をバックに

写真、写生の愛好家もこの地に集いま

す。この風光明媚な地を農業とともに

後世の人びとに繋いでもらうことを町

民以外のファンの方々も大いに期待し

ています。 
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データ 

・設 立  令和３年４月 

・所 在 地  日野郡江府町御机 

・主な作目  水稲・そば 

・代表者名  川 上 富 夫 

・従業員数  ３１名 

・資 本 金  310 万円 
 



経 営 相 談 の 伴 走 支 援 業 務 を 通 し て 

倉吉農業改良普及所 副主幹 飯田 恵   

 





鳥取県農業経営・就農支援センターに係る農業経営者サポート

事業実施規程 
 

                     制定 令 和 ４ 年 ５ 月 １ ０ 日 

鳥取県農林水産部長通知 

 

１ 経営サポート活動の実施 

（１）掘り起こし活動 

鳥取県農業経営・就農支援センター（総合窓口：鳥取県農林水産部農業振興監経営

支援課。地域窓口：農業改良普及所。以下「支援センター」という。）は、関係機関

・団体と連携し、経営診断及び伴走型支援の実施対象者となる農業経営者等（以下「重

点指導農業者」という。）の候補者、農業経営の移譲を希望する農業経営者等の情報

を収集し、支援ニーズを把握するための掘り起こし活動を実施する。 

 

（２）農業者リスト及び経営移譲希望カードの作成 

支援センターは、伴走機関の協力を得て、掘り起こし活動の対象者をまとめた農業

者リスト（別紙様式第 1 号）を作成する。 

また、農業改良普及所（以下「普及所」という。）は、掘り起こし活動において、

農業経営の移譲を希望する農業者等の情報を収集した場合は、経営移譲希望カード（別

紙様式第３号）を作成する。 

 

（３）普及所を通じて支援センター総合窓口へ伴走型支援の相談申込・提出する場合 

    普及所が市町村他関係機関の協力及び支援対象となる担い手の了承を得て、支援セ

ンター総合窓口（以下「総合窓口」という。）へ重点指導農業者の候補を提出し、経

営支援チームによる支援活動を開始するまでの手順を以下のとおり定め、手続を進め

るものとする。 

 

ア 普及所は、担い手の育成・確保を図る観点から、普及計画等にリストアップされて

いる重点対象や、関係機関で構成する会議（人・農地チーム会議）等で選定されまた

は情報共有され、農業者リストに入力されている農業者等の中から、重点指導農業者

の候補を総合窓口へ提出する。 

 

イ 普及所は、重点指導農業者候補に対して、事前に総合窓口への相談の提出及び個人

情報の取扱いについて説明し、「個人情報の取扱い及び鳥取県農業経営・就農支援セ

ンターへの申込」（様式１号）に署名を受け、次に示す資料とともに総合窓口へ提出

する。 

①経営相談カルテ（別紙様式第２号）･･･黄色に着色した欄に入力したもの 

②青色申告決算書及び確定申告書（直近３年分）･･･個人の場合 

③決算報告書（直近３事業年度分）･･･法人の場合 

なお、経営相談カルテは追記可能な電子データで提出または送信すること。 



 

ウ 重点指導農業者候補の担当改良普及員は、農業経営相談申請者聞取票（参考様式１

号）の項目に準じて相談申請者から聞き取りを行う。 

   また、総合窓口のコーディネーターから別途聞き取りの依頼があれば、その項目に

ついて聞き取りを行う。 

 

エ 総合窓口は、経営相談カルテ、添付資料及び聞き取り結果などに基づいて資料を作

成し、普及所の担当改良普及員の同席のもと、１回目の経営戦略会議で協議を行い、

下記の項目を決定して所管の普及所へ連絡する。 

①重点指導対象者の決定 

②経営戦略等の策定方針 

③経営支援チームのコーディネーター（担当改良普及員）及びメンバーの選任 

④派遣する専門家の選任 

⑤追加の調査項目 

ただし、対応が急がれる案件や軽易な案件については、オ～クの手順にかかわらず、

１回目の当会議で経営戦略を確定することができるものとする。 

 

オ 担当改良普及員は、追加の調査項目について改めて聞き取りを行い、総合窓口へ報

告する。 

 

カ 総合窓口のコーディネーターは、担当改良普及員と協力しながら重点指導農業者の

「経営戦略（案）」を作成する。作成にあたっては、経営相談カルテ、経営戦略会議

の経営戦略等の策定方針、追加調査項目の聞き取り結果などの資料を参考にする。 

 

キ 総合窓口は、策定した経営戦略(案)について、普及所を通じて相談申請者へ提示し、

その経営戦略内容の検討、修正、加筆等を普及所へ依頼する。修正、加筆等により納

得できる内容となった経営戦略(案)を普及所は、総合窓口へ返送する。 

 

ク 総合窓口は、キで作成した経営戦略(案)について、２回目の経営戦略会議で協議を

行い、経営戦略を確定する。 

   経営戦略を推進するため、担当改良普及員以外の構成員を専門家、関係機関職員等

から人選し、専任の経営支援チームを編成する。 

 

ケ 総合窓口は、審査結果（重点指導農業者の決定、経営戦略）を相談申請者及び管轄

する普及所へ通知するとともに、選任した経営支援チームの編成についても併せて通

知する。 

 

コ 総合窓口は、重点指導農業者の経営戦略の実効性を高めるため、各関係機関へ経営

戦略及び担当改良普及員、派遣する専門家、関係機関職員などの構成員を周知すると

ともに、派遣する専門家及び各関係機関へ支援を依頼する。 

 



サ 担当改良普及員は、支援活動にあたって、重点指導農業者とチーム構成員との日程

等を調整の上、チームとして経営戦略に沿って課題解決へ向けた支援活動を行う。 

 

シ 担当改良普及員は、支援活動後直ちに重点指導農業者の経営相談カルテに支援活動

の概要(支援項目、内容、動向)等を記載して総合窓口へ電子データで提出し、経営戦

略会議と連携を取りながら支援活動を進める。 

 

ス 普及所は、伴走型支援を完了した重点指導農業者に対し、伴走型支援を完了した年

度及びその翌年度における目標達成状況等の調査を行うものとし、それぞれの年度の

翌年度の５月末までにその結果を総合窓口へ報告する。 

 

（４）総合窓口へ直接伴走型支援を申し込む場合 

  農業者や集落組織等で、農業経営等に関する課題を解決するために、総合窓口へ直

接相談申込を行う場合は、以下の手順により手続を進めるものとする。 

 

ア 経営相談の窓口申請者は、「経営相談申込書」（様式２号）に必要事項を記入し、

署名した「個人情報の取扱い及び鳥取県農業経営・就農支援センターへの申込」（様

式１号）とともに総合窓口へ提出する。 

 

イ 経営相談申込書を受け付けた総合窓口は、窓口申請者について管轄する普及所等へ

情報提供するとともに、経営課題の解決に向け関係機関と連携して支援を行う。 

   管轄の普及所は、窓口申請者の１の（３）のイの①を作成し、同②または③と併せ

て総合窓口へ提出する。 

 

ウ １の（３）のウ以降に準じて手続をすすめ、経営規模、経営実績、経営診断等によ

り「重点指導農業者」または「一般指導農業者」に区分して支援を行う。 

 

エ 一般指導農業者に区分されても、必要に応じて重点指導農業者への区分変更は可能

とする。 

 

（５）経営相談事業 

 支援センターは、農業経営者等のライフサイクルに応じた様々な経営課題（農業経

営の法人化、円滑な経営継承、規模拡大、人材確保、資金調達等）に対応するため、

経営相談会等を開催する。 

 

２ 就農サポート活動の実施 

（１）支援センターは、市町村、関係機関・団体等と連携し、新規就農の定着を図る。 

 

（２）就農相談カルテ（別紙様式第４号）の作成にあたっては、支援センターが取りまと

める。なお、農業者の概要やフォローアップ等について伴走型支援を行う関係機関・

団体は、情報提供等により就農相談カルテの取りまとめに協力する。 



 

（３）就農相談事業 

ア 支援センターは、就農希望者の円滑な就農を促進するため、就農情報の収集及び提

供、就農希望者に対する就農相談を行うとともに、就農相談会等を開催する。 

 

イ 関係機関・団体は、支援センターの企画に沿って就農相談会等を実施する事ができ

る。なお、実施にあたっては、就農専属スタッフと連携を図ることとする。 

 

附則 

 この規程は、令和４年度事業から適用する。 



（様式１号）

住所（所在地）

所属（法人・組織名）

氏名（代表者名）

国、鳥取県、県内各市町村、県内各農業委員会、（公財）鳥取県農業農村担い手
育成機構（農地中間管理機構）、鳥取県商工会連合会（よろず支援拠点）、鳥取
県農業協同組合中央会及び各農協連合会、鳥取県農業法人協会、（一社）鳥取県
農業会議、県内農業協同組合、日本政策金融公庫、県内金融機関

　鳥取県は、農業経営者サポート事業の実施に際して得た個人情報について、「個人情
報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」及び関係法令に基づき、適正に管理
し、本事業の実施のために利用します。

　また、当該個人情報について、本事業の実施及び国等への報告等で利用するために、
次の関係機関に必要最小限度内において提供します。

　なお、提供情報に基づき、関係機関が確認等のため連絡を行う場合があります。

【関係機関・団体】

令和　　年　　月　　日

鳥取県農林水産部農業振興監経営支援課長　様

　鳥取県農業経営・就農支援センターの農業経営者サポート事業における重点指導農業
者（就農希望者を含む）等として、支援を希望するとともに、「個人情報の取扱い」に
記載された内容について同意します。

個人情報の取扱い及び鳥取県農業経営・就農支援センターへの申込について

農業経営者サポート事業における個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱い



（様式２号）

年 月 日

歳

人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人パート従業員数

構成員数

常時雇用従業員数

家族労働力

法人役員数

（２） 家族労働力・雇用人数・構成員数等

項目 家族経営体 法人経営体 集落営農組織等

万円

その他 ㌃･頭･羽 万円

第２位 ㌃･頭･羽 万円

順位 部門（作目） 面積・頭羽数 売上額（販売額）

第１位 ㌃･頭･羽 万円

相談の概要 ※上記の相談項目の概要を書いてください

相談者又は経営体の経営概況

（１） 部門（作目）ごとの面積・頭羽数・売上額　 （令和 年度）

事業継承(第三者を含む)、後継者の育成に関すること 補助金、制度融資、低利融資に関すること

規模拡大、農地の集積に関すること 農業者年金に関すること

税（青色申告、相続税等）に関すること その他（　　　　　　　　　　　　）

相談の項目 ※相談したい項目に☑を入れてください

経営改善に関すること(経営改善、経営診断） 労務管理、社会保険制度に関すること

法人化に関すること（１戸１法人、複数戸法人） ６次産業化(販売･加工)に関すること

相談者の支援対象者要件 ※当てはまるもの全ての項目に☑を入れてください。

要件の項目

認定新規就農者 認定農業者 人・農地プランの中心的経営体

集落営農組織 農地中間管理事業の推進に関する法律第17条の
規定による募集に応募した者共同利用組織

令和

経営相談申込書

ふ　り　が　な

住所又は所在地

連　　絡　　先 電話番号 FAX番号

相 談 者 氏 名 年令

経営体・法人・
組織などの名称

相談者
の職名



（別紙様式第３号）

整理番号 最終更新年月日

個人情報の共有

年齢

歳

住 所 〒

連 絡 先 TEL Email

田 畑 果樹園
採草

放牧地

田 畑 果樹園
採草

放牧地

※農業用倉庫、畜舎、耐久性ハウス、パイプハウスなど施設名及び面積（㎡） ※上記 田、畑と重複しても構いません。

所 有 す る 機 械

補助事業の活用状況

現在の売上規模

資本額

各種認定状況

※ 農地の移譲方法

※
移譲を希望する農地

等の規模 ha・㎡ 

移譲を希望する農地

等の所在地

※ 移譲希望時期

法人経営における

意思決定の状況

氏 名(法人は法人名、代表者名） 生年月日 性別

経営移譲希望カード

初回登録年月日

FAX

農地等の所有状況

自己所有地(ha)：

借 入 地(ha)：

畜産（頭、羽）：

営農類型・作目
（作目例；稲作、露地野菜（キャベツ）、施設野菜(トマト)、果樹(みかん)、酪農、養豚など）

(作目等）  

所 有 す る 施 設

①500万円以下 ②～750万円以下 ③～1,000万円 ④1,000万円以上

(千円） 負債額 （千円） 

（認定年月日）

経営移譲後の意向

（経営参画等）

①全てを引退  ②継承者が自立するまで経営に参画  ③体力が続く限り経営に参画

④その他（ ）

①貸したい（ 有償 ・ 無償 ） ②譲渡したい（売買、贈与） ③現時点では未定

頭・羽

※ 移譲を希望する資産

①畜産（ 賃借・売買） ②果樹（ 

⑤その他（

賃借・売買）

③機械（ 賃借・売買） ④施設（  賃借・売買）

）

①１～２年後 ②５年未満 ③５～10年未満 ④10年超

（総会や取締役会における決議の状況など）

特記事項

（移譲した場合の）

  住居の有無
有   ・   無

（その他の事情がある場合は記載）

家族構成と

家族の同意

有   ・   無
（家族構成及び同意済み人数）

（特別の事情がある場合は記載）
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鳥取県農業経営・就農支援センター 

事務局：鳥取県農林水産部農業振興監経営支援課 
〒680-8570 鳥取市東町一丁目 220 番地 
TEL：0857-26-7276 ﾌｧｸｼﾐﾘ：0857-26-7294 

  

 


